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著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。 

まえがき 

この規格は，産業標準化法第 14 条第 1 項の規定に基づき，認定産業標準作成機関である一般財団法人

日本規格協会（JSA）から，産業標準の案を添えて日本産業規格を制定すべきとの申出があり，経済産業

大臣が制定した日本産業規格である。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実用新案権に関わる確認に

ついて，責任はもたない。 
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ダイナミックモジュール－通則 

Dynamic modules-General and guidance 

 
序文 

この規格は，2017 年に第 2 版として発行された IEC 62343 を基に，技術的内容及び構成を変更すること

なく作成した日本産業規格である。 

なお，この規格で側線又は点線の下線を施してある参考事項は，対応国際規格にはない事項である。 

1 適用範囲 

この規格は，ダイナミックモジュール（以下，DM という。）の通則について規定する。この規格は，市

販されている全ての光 DM 及び光ダイナミックデバイスに適用される。この規格の対象となる製品につい

て説明し，用語，基本的な考慮事項，及び基本的な考え方を定義する。 

この規格の目的は，次のとおりである。 

－ 適切な DM 規格で実装される DM の操作，信頼性及び環境特性に関する統一的な要求事項を確立す

る。 

－ 購入者が特定の適用のために一貫して高品質の DM 製品を選定する際，及び適切な特定の DM 規格に

ついて相談する際に支援を提供することである。 

この規格は，性能テンプレート，性能規格，信頼性認定要求事項，ハードウェア及びソフトウェアのイ

ンターフェース及び関連する試験方法を規定する。 

DM は，光学モジュール及び装置，プリント配線板並びにソフトウェア及びファームウェアを一体化し

たものであるため，このシリーズで開発した規格は，適切な既存の規格を模倣することになる。一方，“DM”

は比較的新しい商品カテゴリーであるため，DM 規格シリーズは，要求事項が異なる既存の慣行に制限さ

れることはない。 

DM に関連する安全規格は，ほとんどの場合，光パワーに関する考慮事項である。 

注記 1 “ダイナミック”は，多くの場合，電子機器，ファームウェア，ソフトウェア，又はそれらの

組合せによって実現される“調整，変更，切替え，構成，及びその他の継続的な 適化”を含

む製品の機能を強調している。 

また，“モジュール”は，規格の対象となる製品が，相互接続材料又はデバイスを介したアク

ティブコンポーネント及びパッシブコンポーネント（いずれか又は両方）の集積であることを

定義している。 

注記 2 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を，次に示す。 

IEC 62343:2017，Dynamic modules－General and guidance（IDT） 


